
多賀城市監査委員告示第６号 

 

地方自治法第１９９条第９項の規定により報告した定期監査の結果について、

多賀城市選挙管理委員会事務局から同条第１４項の規定により下記のとおり措

置を講じた旨の通知があったので、同項の規定により下記のとおり公表する。 

 

令和５年４月２６日 

 

多賀城市監査委員 佐伯 光時 

多賀城市監査委員 板橋 惠一 

 

記 

 

１ 監査対象部署            

  選挙管理委員会事務局 

 

２ 監査結果の報告日          

令和５年３月２４日 

 

３ 措置を講じた旨の通知があった日   

令和５年３月３０日 

 

４ 措置状況報告の内容 

 別紙のとおり 
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（詳細）

（原因）

（講じた措置の内容）

（再発防止策）

（詳細）

（原因）

R5.3.16財政課長に経緯を説明し、事後合議を行った。

（再発防止策）

多賀城市予算規則等の関係規定を遺漏することのないよ
う、組織全員が関連規程等を共有することで再発防止を
図る。

監 査 の 種 類 定期監査

令和5年3月15日

選挙管理委員会事務局

R5.3.161
指
導

2
指
導

多賀城市契約規則第１８条の規定を遺漏していたことが
原因。

（講じた措置の内容）

（再発防止策）

多賀城市契約規則等の関係規定を遺漏することのないよ
う、組織全員が関連規程及び契約事務の手引等を共有す
ることで再発防止を図る。

（原因）

　参議院議員選挙委託金の交付申請等に
おける起案について、予算規則に基づく
財政課長の合議が行われてなかった。

（詳細）
　参議院議員選挙委託金の交付申請等に
おける起案に財政課長の合議がなかっ
た。

（講じた措置の内容）

指導事項である１者のみとする理由を付記した。

（原因）

多賀城市予算規則第２２条第２項に規定する予算の執行
合議について遺漏していたことが原因。

　業務委託に係る随意契約について、１
者のみの見積書徴取とした理由が付記さ
れていなかった。

（詳細）
　「第26回参議院議員通常選挙における
投票所等使用物品搬入搬出業務」につい
て、契約金額が321,500円で請書での契
約をしており、見積書の徴取先が1者で
あったが、1者のみとする理由が付記さ
れていなかった。

指摘指導事項等に係る措置状況報告書

番
号

指摘指導事項等の内容
措置を

講じた日措置の内容

監 査 実 施 日

監 査 対 象 部 署

措 置 内 容

（講じた措置の内容）

（再発防止策）


